




















































































































































































































別紙1

評価基準温度の設定の考え方

1. 2系統運転時における基準温度52℃について

52℃は作業環境上支障のない温度として設定されているものである。 国内初期

PWRプラントにおいては49℃を採用していたが、 BWRプラントにおいて52℃が採

用されていること、 また、 作業環境上支障のない温度としては49℃と52℃で有意な

差がないことから、 最近のプラントにおいては52℃を採用している。

2. ポンプ1台運転時における基準温度65℃について

65℃はコンクリ ー トの健全性確保の観点から設定しているものである。 国内初期

PWRプラントにおいては、 ASME Sec. III div. 2に基づくWH社自主基準の66℃

(150
° 

Fを換算した値）を温度制限値として定めていた。

その後、 ASME Sec.III div. 2に基づいて、 150
°

Fを安全側に換算した65℃に温

度制限値を変更している。 なお、 この温度制限値は、 「発電用原子力設備規格 コン

クリ ー ト製原子炉格納容器規格(2003年版）JSME S NEl -2003」（日本機械学会）

CVE-3412で使用されているコンクリ ー トの温度制限値と同じ値である。
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1次冷却材配管の破断によるLOCAを想定する場合の配管の破断位
置について、格納容器破損防止対策の有効性評価においてはECCS注
水に期待していないこと、また、蓄圧タンクからの注水のみでは炉
心冠水を維持できないことを踏まえ、早期に炉心からの蒸気が系外
に放出される高温側とする。

（添付資料1. 5. 6) 

(c)重大事故等対策に関連する機器条件
「a. (c)重大事故等対策に関連する機器条件」に同じ。

C . 使用済燃料ヒ゜ ットにおける重大事故に至るおそれがある事故
(a)初期条件

①使用済燃料ヒ゜ ット崩壊熱
原子炉停止後に取り出された全炉心分の燃料体及び以訓から貯

蔵されている使用済燃料が、使用済燃料ピット崩壊熱が最大となる
ような組合せで貯蔵される場合を想定して、使用済燃料ヒ° ット崩壊
熱は3号炉 12.464MW、4号憫lO. 794叫を用いるものとする。

②事象発生前使用済燃料ピット水温
使用済燃料ヒ° ット水温の標準的な温度として40℃を用いるもの

とする。
③使用済燃料ヒ゜ ットに隣接するヒ゜ ットの状態

燃料取出直後の使用済燃料ヒ゜ ットの状態を想定して評価してお
り、燃料体を取り出す際には燃料取替キャナルと燃料検査ヒ° ット並
びに3号炉Aピット及びBヒ゜ ット、4号炉ヒ゜ ットの間に設置されて
いるゲー トを取り外すことから、3号炉Aヒ゜ ット及びBピット、4
号炉ピット並びに燃料取替キャナル及び燃料検査ピットは接続状
態とする。評価においては、100℃までの温度条件が厳しくなるよ
うに3号炉Aピット及びBヒ゜ ット、4号炉ヒ゜ ットのみの水量を考慮
するものとする。

（添付資料1. 5. 9) 
④主要機器の形状

使用済燃料ピット等の主要機器の形状に関する条件は設計値を用
いるものとする。

(b)重大事故等対策に関連する機器条件
①放射線の遮へいが維持できる使用済燃料ピット水位
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